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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報記録媒体と非接触でデータ通信をする情報処理装置において、
　前記情報記録媒体との間で電磁波によってデータを送受信するデータ通信手段と、
　前記情報処理装置が送出するポーリングコマンドに対する応答を待機している間に応答
が得られた時に前記情報記録媒体との間で相互認証を行った後に前記情報記録媒体からの
読出しを実行している第１の状態と、前記情報処理装置が前記情報記録媒体に対してデー
タの書き換えを実行している第２の状態と、前記データの書き換えが完了した第３の状態
とを示す状態表示手段を有し、
　前記データ通信手段が、
　所定の位置に配置された、電磁波を放出する電磁波放出手段を有し、
　前記状態表示手段が、
　前記情報記録媒体が載置される載置部と、前記データ通信手段と前記状態表示手段の動
作を制御する制御手段とを備え、
　前記制御手段が、
　前記第１、第２、あるいは第３の状態を示すように前記状態表示手段の表示を切り換え
ることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記状態表示手段が、
　前記載置部に実装された発光ダイオードであり、
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　前記状態表示手段は、
　前記第１、第２、および第３の状態を、それぞれ前記発光ダイオードの点滅による発光
、継続した発光、および前記第２の状態とは異なる発光色による一定時間の発光により表
示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記状態表示手段は、
　前記所定の処理が正しく完了しなかった場合に、前記所定の処理が正しく完了しなかっ
た第４の状態を示す
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記状態表示手段が、
　前記載置部に実装された複数の発光ダイオードであり、
　前記複数の発光ダイオードのうちの第１の発光ダイオードを発光させて前記第２の状態
を示し、
　前記複数の発光ダイオードのうちの前記第１の発光ダイオードとは発光色の異なる第２
の発光ダイオードを発光させて前記第３の状態を示す
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記状態表示手段が、
　前記載置部に実装された複数の発光ダイオードであり、
　前記制御手段は、
　前記複数の発光ダイオードのうちの第１の発光ダイオードの駆動により前記第４の状態
以外の他の状態を示し、
　前記複数の発光ダイオードのうちの前記第１の発光ダイオードとは発光色の異なる第２
の発光ダイオードの駆動により前記第４の状態を示す
　ことを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記データ通信手段は、
　前記ポーリングコマンドに対して応答が得られると、前記情報記録媒体との間でデータ
の送受信を開始し、
　前記制御手段は、
　前記応答が得られるまでの期間と前記データの書き換えを実行している期間とで、前記
状態表示手段の表示を切り換える
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記応答を得るまでの期間の前記状態表示手段の表示が、前記情報記録媒体が呈示され
る位置を示す表示である
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、
　前記情報記録媒体との間でデータ送受する処理が正しく終了した場合と正しく処理でき
なかった場合とで前記状態表示手段の表示を切り換える
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、
　前記状態表示手段の表示の切り換えと連動して、音発生手段を駆動して所定の音を発生
させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
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　前記情報記録媒体が、非接触型ＩＣカードである
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記データ送受信の処理が、前記情報記録媒体に記録された電子マネーの処理である
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記情報記録媒体を搬送する搬送手段をさらに有し、
　前記制御手段は、
　前記状態表示手段の表示の切り換えに連動して前記搬送手段の動作を切り換える
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記搬送手段は、
　前記情報記録媒体を目視可能に搬送する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記搬送手段は、
　前記情報記録媒体の自由落下により前記情報記録媒体を搬送する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記状態表示手段が、
　前記情報記録媒体が載置される載置部、あるいは前記情報記録媒体を格納する格納部に
配された発光デバイスで構成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　発光デバイスが配置された載置部を有する端末装置を介して情報記録媒体に記録されて
いる情報にアクセスするデータ通信方法であって、
　前記情報記録媒体にポーリングコマンドを送出する工程と、
　前記ポーリングコマンドに対する応答を受信して前記情報記録媒体との間で相互認証を
行い、相互認証が成功した場合、前記情報記録媒体からの読出しを実行し、前記情報記録
媒体に対してデータの書き換えを行う工程とを有し、
　前記ポーリングコマンド送出して応答を待機している間に応答が得られた時に前記情報
記録媒体との間で相互認証を行った後に前記情報記録媒体からの読出しを実行している第
１の状態と、前記データの書き換えを行っている第２の状態と、前記データの書き換えが
完了した第３の状態とで、前記発光デバイスの発光状態を切り換える
　ことを特徴とするデータ通信方法。
【請求項１７】
　前記第１の状態を前記発光ダイオードの点滅による発光により表示し、
　前記第２の状態を前記発光ダイオードの継続した発光により表示し、
　前記第３の状態を前記第２の状態とは異なる発光色による前記発光ダイオードの一定時
間の発光により表示する
　ことを特徴とする請求項１６に記載のデータ通信方法。
【請求項１８】
　前記所定の処理が正しく完了しなかった場合、前記発光デバイスと発光色の異なる発光
デバイスを発光させる
　ことを特徴とする請求項１６に記載のデータ通信方法。
【請求項１９】
　前記情報記録媒体との間のデータ通信において、前記所定の処理が正しく完了した場合
と正しく完了しなかった場合とで、異なる音を発生する
　ことを特徴とする請求項１６に記載のデータ通信方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報処理装置及びデータ通信方法に関し、例えば非接触型のＩＣカードの処理
に適用することができる。本発明は、情報記録媒体との間のデータ通信に供する電磁波放
射手段を配置した部位の少なくとも一部を含む所定領域の表示を、情報記録媒体との間の
データ通信の処理に応じて切り換えることにより、また処理に応じた発生音により対応す
るタイミングで音を発生することにより、非接触によりアクセスすることができる情報記
録媒体の特徴を有効に利用したユーザーインターフェースを提供する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、非接触型のＩＣカードにおいては、種々のデータを記録して非接触によりアクセス
できることにより、例えば電子マネーの記録媒体、部屋の入退出管理等に利用されるよう
になされている。
【０００３】
すなわちこの種のＩＣカードにおいては、内蔵のループアンテナに誘起される高周波信号
を整流して駆動用の電源を生成する。これによりＩＣカードは、この種のＩＣカードをア
クセスするリーダライタに近接して保持されると、このリーダライタが送出する高周波信
号がループアンテナに誘起され、動作を開始する。
【０００４】
さらにＩＣカードは、このようにして動作を開始すると、このループアンテナに誘起され
る高周波信号を信号処理して、リーダライタより送出されたコマンドを解析し、さらには
リーダライタより送出された各種のデータを受信する。またＩＣカードは、コマンドの解
析結果により例えばループアンテナの終端インピーダンスを所定のタイミングで切り換え
、この切り換えによりステータス、メモリに記録したデータ等をリーダライタに送出する
。
【０００５】
この種のＩＣカードを使用するシステムでは、ＩＣカードとの間で相互認証の処理を実行
してデータを送受するようになされ、さらにこのような送受に供するデータについても暗
号化して送受するようになされ、これにより高い安全性を確保することができるようにな
されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところでこの種の非接触型のＩＣカードにおいては、リーダライタに近接して保持するだ
けでアクセスできることにより、従来のクレジットカードのように、一々店員に手渡すこ
となく電子マネーの処理等を実行することができ、これによっても安全性を確保すること
ができる。
【０００７】
しかしながらこのような便利な反面、ＩＣカードは、リーダライタがアクセスして電子マ
ネーの処理等を実行している期間の間、リーダライタに近接して保持しておく必要があり
、この間にユーザーがリーダライタよりＩＣカードを遠ざけたりすると、結局、処理を繰
り返すことが必要になる。
【０００８】
これによりこのような処理の繰り返しを防止して使い勝手を向上するために、結局、所定
の位置にＩＣカードの載置を促して使用することが考えられる。
【０００９】
しかしながらこのような使用においても、非接触型のＩＣカードの特徴であるリーダライ
タに近接して保持するだけでアクセスできる特徴を有効に利用したユーザーインターフェ
ースを提供することができれば、この種のＩＣカードの適用分野を種々の拡大することが
でき、さらにはユーザーの使い勝手を向上できると考えられる。
【００１０】
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本発明は以上の点を考慮してなされたもので、非接触によりアクセスすることができる情
報記録媒体の特徴を有効に利用したユーザーインターフェースを提供することができる情
報処理装置及びデータ通信方法を提案しようとするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため請求項１の発明は、情報記録媒体と非接触でデータ通信をす
る情報処理装置において、前記情報記録媒体との間で電磁波によってデータを送受信する
データ通信手段と、前記情報処理装置が送出するポーリングコマンドに対する応答を待機
している第１の状態と、前記情報処理装置が前記情報記録媒体に対してデータの書き換え
を実行している第２の状態と、前記データの書き換えが完了した第３の状態とを示す状態
表示手段を有し、前記データ通信手段が、所定の位置に配置された、電磁波を放出する電
磁波放出手段を有し、前記状態表示手段が、前記情報記録媒体が載置される載置部と、前
記データ通信手段と前記状態表示手段の動作を制御する制御手段とを備え、前記制御手段
が、前記第１、第２、あるいは第３の状態を示すように前記状態表示手段の表示を切り換
えるようにする。
【００１２】
　また請求項１６の発明においては、発光デバイスを配置した載置部を有する端末装置を
介して情報記録媒体に記録されている情報にアクセスするデータ通信方法であって、前記
情報記録媒体にポーリングコマンドを送出する工程と、前記ポーリングコマンドに対する
応答を受信して前記情報記録媒体を認証し、認証が成功した場合、前記情報記録媒体に対
してデータの書き換えを行う工程とを有し、前記ポーリングコマンド送出して応答を待つ
第１の状態と、前記データの書き換えを行っている第２の状態と、前記データの書き換え
が完了した第３の状態とで、前記発光デバイスの発光状態を切り換えるようにする。
【００１４】
請求項１の構成によれば、所定の表示領域を有する表示手段の表示が、この表示領域に近
接して保持された情報記録媒体との間でデータを送受するデータ通信手段の処理に応じて
切り換えられることにより、例えばこの表示により表示領域へ情報記録媒体を持ち来すよ
うにユーザーを案内し、さらにはこのように持ち来た部位に処理結果を表示することがで
きる。これにより非接触によりアクセスすることができる情報記録媒体の特徴を有効に利
用したユーザーインターフェースを提供することができる。
【００１５】
　これにより請求項１６の構成によれば、非接触によりアクセスすることができる情報記
録媒体の特徴を有効に利用したユーザーインターフェースによるデータ通信方法を提供す
ることができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳述する。
【００１８】
（１）第１の実施の形態
（１－１）第１の実施の形態の構成
図２は、本発明の第１の実施の形態に係るＩＣカードシステムを示すブロック図である。
このＩＣカードシステム１では、非接触型のＩＣカード２Ａ、２Ｂ、を電子マネーの記録
媒体として使用する。
【００１９】
このＩＣカードシステム１において、金融機関サーバー３は、電子マネーを記録し、また
決済等の処理を実行する。すなわち金融機関サーバー３は、店舗端末４からのアクセスに
より、ＩＣカード２Ａ、店舗端末４における電子マネーの記録を更新する。また入金機５
からのアクセスによりＩＣカード２Ｂへの電子マネーの入金を記録する。なお金融機関サ
ーバー３は、これらの他に金融機関端末、ユーザーが個人的に保持するパーソナルコンピ
ュータ等の端末装置からのアクセスによっても同様の処理を実行する。



(6) JP 4663875 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

【００２０】
店舗端末４は、各種店舗に配置される端末装置であり、ＩＣカード２Ａに記録された電子
マネーより支払い金額の電子マネーを取得し、さらにのような電子マネーの移動を金融機
関サーバー３に通知する。これに対して入金機５は、所定の金融機関等に配置される端末
装置であり、現金による入金を受け付け、ＩＣカード２Ｂの電子マネーを増額する。また
この電子マネーの増額を金融機関サーバー３に通知する。
【００２１】
これらによりこのＩＣカードシステム１では、ＩＣカードに記録された電子マネーにより
各種の支払いの処理を実行できるようになされ、またこのような支払いの処理により減額
した電子マネーを入金機５等により増額できるようになされている。
【００２２】
図３は、店舗端末４を示す斜視図である。店舗端末４は、本体装置１１と入出力部１２と
により構成される。ここで本体装置１１は、いわゆるＰＯＳ（Point Of Sale ）装置とし
て機能する会計装置であり、支払い金額の計算処理等を実行する。また本体装置１１は、
計算した支払い金額による支払いの処理を入出力部１２に指示し、その処理結果を取得し
て金融機関サーバー３に通知する。
【００２３】
入出力部１２は、ＩＣカード２Ａのリーダライタであり、本体装置１１からの指示により
ＩＣカードの操作をユーザーに促し、ＩＣカードより電子マネーを減額し、これらの処理
結果を本体装置１１に通知する。入出力部１２は、所定形状によるスタンド１２Ａに、板
形状による本体部１２Ｂを配置して形成される。本体部１２Ｂは、表面の上部に液晶表示
パネルによる表示部１２Ｃが形成され、またこの表示部１２Ｃの下に載置部１２Ｄが形成
される。
【００２４】
ここでこれら本体部１２Ｂは、ＩＣカードとの間の処理に必要な各種処理回路、本体装置
１１との間の処理に必要な各種処理回路等が実装されてなる配線基板を薄型のケースに収
納した後、このケースの表面側全体を覆うように、所定の開口を有する半透明の化粧パネ
ル、平坦な透明アクリル板材を順次ケースの開口に積層して配置することにより形成され
る。
【００２５】
表示部１２Ｃは、このようにして配線基板に実装された液晶表示パネルの表示を表面側よ
り見て取ることができるようにして構成される。これに対して載置部１２Ｄは、この載置
部１２Ｄのほぼ中央に対応する配線基板の所定位置に、ＩＣカードとの間のデータ通信に
供する電磁波放射手段であるループアンテナが配置される。これにより入出力部１２は、
載置部１２Ｄの中央を中心にした所定範囲の領域にＩＣカードを近接して保持して、ＩＣ
カードとの間でデータ交換できるようになされている。
【００２６】
また載置部１２Ｄは、このループアンテナを囲むように、各種発光ダイオードが配線基板
に配置され、これらの発光ダイオードの上に半透明の化粧パネル、平坦な透明アクリル板
材が順次積層されて形成されることにより、所定の表示領域を有する表示部として機能す
るように構成される。
【００２７】
入出力部１２は、このアクリル板材の表面側が平坦な面により形成され、これにより載置
部１２Ｄを含む表面全面が、ＩＣカードの載置位置をガイドする凹部等を排した平坦な面
により形成される。これにより入出力部１２は、リーダライタに近接して保持するだけで
アクセス可能な非接触型ＩＣカードの特徴を有効に利用して全体形状を簡略化するように
なされ、またデザイン的にも優れたものとするようになされている。
【００２８】
また載置部１２Ｄにおける発光ダイオードの点灯により各種の表示を形成して、このよう
に平坦な面により載置部１２Ｄを形成した場合でも、ユーザーに間違いなくＩＣカードの
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操作をガイドできるようになされ、さらには異なるカードを載置した場合のエラー等をユ
ーザーに通知できるようになされている。
【００２９】
図４は、この入出力部１２の構成を示すブロック図である。この入出力部１２において、
インターフェース（Ｉ／Ｆ）２１は、本体装置１１との間の入出力回路であり、本体装置
１１より出力される各種コマンド、データを中央処理ユニット（ＣＰＵ）２２に通知する
と共に、中央処理ユニット２２の制御により、中央処理ユニット２２より出力されるこれ
らコマンド等に対するステータス、ＩＣカードより読み出したデータ等を本体装置１１に
出力する。
【００３０】
送受信回路２３は、中央処理ユニット２２の制御により載置部１２Ｄのほぼ中央に配置さ
れたループアンテナ２４を所定の高周波信号により駆動し、これによりＩＣカード２Ａが
近接して保持された場合には、この高周波信号によりＩＣカード２Ａの電源を立ち上げる
。また送受信回路２３は、信号処理回路２５より出力されるデータ列によりこの高周波信
号を変調し、これによりＩＣカード２Ａに各種コマンド、記録に供するデータ等を送信す
る。また所定のタイミングでこのような高周波信号の変調を中止し、ループアンテナ２４
の高周波信号を検波することにより、ＩＣカード２Ａより送信された各種のデータを取得
して信号処理回路２５に出力する。
【００３１】
信号処理回路２５は、中央処理ユニット２２の制御により中央処理ユニット２２より出力
されるデータを暗号化処理、符号化処理し、その処理結果のデータをシリアルデータ列に
より送受信回路２３に出力する。またこれとは逆に、送受信回路２３より得られるデータ
列を復号化処理して暗号化を解除し、その結果得られるデータを中央処理ユニット２２に
出力する。
【００３２】
中央処理ユニット２２は、この入出力部１２の動作を制御するコントローラであり、図示
しないメモリにワークエリアを確保して所定の処理手順を実行することにより、本体装置
１１により指示された電子マネーの処理を実行する。この処理において、中央処理ユニッ
ト２２は、図１に示す処理手順を実行することにより、処理に応じて載置部１２Ｄの表示
を切り換え、これによりユーザーが確実にＩＣカードを載置して処理を完了できるように
する。
【００３３】
すなわち中央処理ユニット２２は、本体装置１１より電子マネーの処理開始が指示される
と、送受信回路２３の動作を立ち上げ、ＩＣカード２Ａにポーリングコマンドを送出する
ように信号処理回路２５の動作を制御する。さらにこのようにしてポーリングコマンドの
送出を開始すると、中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ１からステップＳＰ２に移り
、載置部１２Ｄに配置した青色発光ダイオードの点滅を指示する。
【００３４】
ここで図５に示すように、載置部１２Ｄにおいては、中央にＩＣカード２Ａを載置した場
合に、このＩＣカード２Ａの四隅に相当する箇所に青色発光ダイオードＬＢが配置され、
これによりこの青色発光ダイオードＬＢの発光によりＩＣカード２Ａの載置箇所を指示で
きるようになされている。またこの青色発光ダイオードＬＢの左右外側の所定距離だけ離
間した位置に、それぞれ青色発光ダイオードＬＢに対応して緑色発光ダイオードＬＧが配
置される。これにより入出力部１２は、この緑色発光ダイオードＬＧの発光により一連の
処理が正常に完了したことをユーザーに通知できるようになされている。さらに載置部１
２Ｄは、各緑色発光ダイオードＬＧの上下外側の近接した位置に、それぞれ緑色発光ダイ
オードＬＧに対応して赤色発光ダイオードＬＲが配置され、この赤色発光ダイオードＬＲ
の発光により一連の処理を正常に終了できなかったことをユーザーに通知できるようにな
されている。
【００３５】
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載置部１２Ｄは、表示部としても機能するように、これらの発光ダイオードＬＢ、ＬＲ、
ＬＧが基板に実装されてケースに収納され、その上に半透明の化粧パネル、透明板材が順
次配置されて構成されていることにより、これらの発光ダイオードＬＢ、ＬＲ、ＬＧの発
光が大面積により目視されるようになされ、これによりユーザーが特に注意していなくて
も容易にＩＣカードの載置位置をおぼろげながらにも確認できるようになされ、さらには
エラー、処理完了をユーザーにて確認できるようになされている。
【００３６】
かくするにつき中央処理ユニット２２は、このステップＳＰ２の処理により、図６に示す
ように、ＩＣカード２Ａの四隅に対応する箇所の青色発光ダイオードＬＢを点滅させる。
また表示部１２Ｃに「カードヲカザシテクダサイ」のメッセージを表示し、青色発光ダイ
オードＬＢの発光により注意は喚起されるものの、青色発光ダイオードＬＢの発光の意味
を理解できないユーザー等に対してＩＣカード２Ａの操作を促す。また表示部１２Ｃに、
「オシハライ　￥○○○」のメッセージを表示し、支払い金額をユーザーに通知する。
【００３７】
続いて中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ３に移り、ここで信号処理回路２５の処理
結果よりポーリングコマンドに対する応答がＩＣカード２Ａより得られたか否か判断する
。ここで否定結果が得られると、中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ３を繰り返し、
これによりポーリングコマンドに対する応答を待機する。これに対してステップＳＰ３で
肯定結果が得られると、中央処理ユニット２２は、続いて応答を返した通信対象との間で
相互認証の処理を実行するように信号処理回路２５の動作を制御する。
【００３８】
続いて中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ４に移り、ここで信号処理回路２５の出力
データより通信対象との間で相互認証に成功したか否か判断する。ここで否定結果が得ら
れると、中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ５に移り、図７に示すように、青色発光
ダイオードＬＢの点滅を停止すると共に、赤色発光ダイオードＬＲの所定時間の発光を指
示する。これにより中央処理ユニット２２は、ユーザーにエラーを通知する。また表示部
１２Ｃに「カードガチガイマス」とのメッセージを表示し、これによりエラーの内容を各
ユーザーに通知する。
【００３９】
さらに中央処理ユニット２２は、続いてステップＳＰ６に移り、音発生手段として機能す
るスピーカ２６（図４）を駆動して所定の警告音を発生し、ステップＳＰ２に戻る。これ
により中央処理ユニット２２は、改めて青色発光ダイオードＬＢを点滅させると共に所定
のメッセージを表示してＩＣカードの載置を促す。
【００４０】
これに対してステップＳＰ４で肯定結果が得られると、中央処理ユニット２２は、ステッ
プＳＰ７に移る。ここで中央処理ユニット２２は、ＩＣカード２Ａに記録された個人情報
、電子マネーの金額等の読み出しを信号処理回路２５に指示し、この指示に対する信号処
理回路からのデータによりこれらの情報を正しく読み出すことができたか否か判断する。
ここでＩＣカードの故障等により正しく読み出すことができない場合、否定結果が得られ
ることにより、中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ８に移る。
【００４１】
ここで中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ５と同様に、青色発光ダイオードＬＢの点
滅を停止すると共に、赤色発光ダイオードＬＲの所定時間の発光を指示し、これによりユ
ーザーにエラーを通知する。また信号処理回路２５からの出力データに応じた内容のメッ
セージを表示部１２Ｃに表示し、これによりエラーの内容をユーザーに通知する。
【００４２】
さらに中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ９に移り、スピーカ２６を駆動してステッ
プＳＰ６の場合と同一の警告音を発生し、ステップＳＰ２に戻る。これにより中央処理ユ
ニット２２は、改めて青色発光ダイオードＬＢを点滅させると共に所定のメッセージを表
示してＩＣカードの載置を促す。
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【００４３】
これに対してステップＳＰ７で肯定結果が得られると、中央処理ユニット２２は、ステッ
プＳＰ１０に移る。ここで中央処理ユニット２２は、青色発光ダイオードＬＢの点滅によ
る発光を継続した発光に切り換える。続いて中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ１１
に移り、信号処理回路２５の動作を制御してＩＣカード２Ａに電子マネーの書き換えを指
示する。ここで中央処理ユニット２２は、それまでＩＣカード２Ａに記録されている電子
マネーの金額より支払い金額を減額して書き換えの金額を計算し、この書き換えの金額に
より電子マネーの書き換えを指示する。さらに中央処理ユニット２２は、信号処理回路２
５からの出力データにより、この書き換えの指示に対してＩＣカード２Ａより応答が得ら
れたか否か判断する。
【００４４】
ここで否定結果が得られると、この場合は、処理を完了する前に、処理対象のＩＣカード
２Ａがループアンテナ２４より遠ざけられた場合等であることにより、中央処理ユニット
２２は、ステップＳＰ１２に移り、青色発光ダイオードＬＢの発光を停止すると共に、赤
色発光ダイオードＬＲによる所定時間の発光を指示する。これにより中央処理ユニット２
２は、ユーザーにエラーを通知する。また表示部１２Ｃに所定のエラーメッセージを表示
し、これによりエラーの内容をユーザーに通知する。
【００４５】
さらに中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ１３に移り、スピーカ２６を駆動してステ
ップＳＰ６の場合と同一の警告音を発生し、ステップＳＰ２に戻る。これにより中央処理
ユニット２２は、改めて青色発光ダイオードＬＢを点滅させると共に所定のメッセージを
表示して改めてＩＣカードの載置を促す。
【００４６】
これに対してステップＳＰ１１で肯定結果が得られると、中央処理ユニット２２は、ステ
ップＳＰ１４に移る。ここで中央処理ユニット２２は、信号処理回路２５の出力データに
より、正しく電子マネーの金額を更新できたとのステータスがＩＣカード２Ａより得られ
たか否か判断する。ここで否定結果が得られると、この場合も処理を完了する前に、処理
対象のＩＣカード２Ａがループアンテナ２４より遠ざけられた場合等であることにより、
中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ１５に移り、青色発光ダイオードＬＢの発光を停
止すると共に、赤色発光ダイオードＬＲによる所定時間の発光を指示する。これにより中
央処理ユニット２２は、ユーザーにエラーを通知する。また表示部１２Ｃに所定のエラー
メッセージを表示し、これによりエラーの内容をユーザーに通知する。
【００４７】
また中央処理ユニット２２は、続いてステップＳＰ１６に移り、ここでスピーカ２６を駆
動してステップＳＰ６の場合と同一の警告音を発生し、ステップＳＰ２に戻る。これによ
り中央処理ユニット２２は、改めて青色発光ダイオードＬＢを点滅させると共に所定のメ
ッセージを表示して改めてＩＣカードの載置を促す。
【００４８】
これに対してステップＳＰ１４で肯定結果が得られると、中央処理ユニット２２は、ステ
ップＳＰ１７に移り、図８に示すように、青色発光ダイオードＬＢに加えて所定時間、緑
色発光ダイオードＬＧを点灯させる。これにより中央処理ユニット２２は、正常な処理の
完了をユーザーに通知する。また中央処理ユニット２２は、同時に、表示部１２Ｃに電子
マネーの残高を表示する。またこの処理において、残高が少なく、支払い金額が不足して
いる場合には、不足の金額を併せて表示する。
【００４９】
さらに中央処理ユニット２２は、続いてステップＳＰ１８に移り、ここでスピーカ２６を
駆動して正常な処理の完了をユーザーに通知した後、ステップＳＰ１９に移ってこの処理
手順を終了する。中央処理ユニット２２は、このようにして一連の処理を完了して正しく
電子マネーによる支払いの処理を完了した場合には、その旨、本体装置１１に通知する。
また電子マネーによる支払いの処理は正常に終了したものの、支払い金額が不足している
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場合には、併せて不足の金額を本体装置１１に通知する。なお所定回数以上エラーが繰り
返される場合には、その旨、本体装置１１に通知してこの処理手順を終了する。
【００５０】
これらにより店舗端末４においては、発光ダイオードの点滅による表示により、ＩＣカー
ドの載置、載置位置をユーザーに指示し、また処理の正常な終了、エラーを通知するよう
になされている。
【００５１】
これらによりこの入出力部１２において、ループアンテナ２４は、所定位置に配置されて
電磁波を放出する電磁波放出手段を構成するのに対し、送受信回路２３、信号処理回路２
５、中央処理ユニット２２は、この電磁波放出手段を介して、ＩＣカードとの間でデータ
を送受するデータ通信手段を構成する。また発光ダイオードは、表面側に配置される板材
と共に、電磁波放出手段を配置した部位の少なくとも一部を含む所定領域を表示領域に設
定してなる表示手段を構成する。また中央処理ユニット２２は、これらデータ通信手段及
び表示手段の動作を制御する制御手段を構成し、データ通信手段の処理に応じて、表示手
段の表示を切り換えるようになされている。
【００５２】
図９は、入金機５を示す斜視図である。入金機５は、全体が細長い箱形状により形成され
、正面の上半分に、各種の操作部が配置される。すなわち入金機５は、正面、上半分の部
位が部分的に奥まって形成され、この奥まった部位に、紙幣を挿入する挿入口５Ａが形成
される。入金機５は、この挿入口５Ａより紙幣を挿入して、電子マネーの金額をこの紙幣
の金額分だけ増額できるようになされている。
【００５３】
また入金機５は、この挿入口５Ａの下に、斜めに傾いて表示部５Ｂが形成され、この表示
部５Ｂの表示を介して、各種のメッセージをユーザーに通知できるようになされている。
また入金機５は、表示部５Ｂの下に、ＩＣカード２Ｂの投入口５Ｃが形成され、さらに所
定間隔だけ離れて、この投入口５Ｃの下に、ＩＣカード２Ｂの取り出し部５Ｄが形成され
る。また処理の終了を指示する押しボタン５Ｆが投入口５Ｃの脇に配置され、また取り出
し口５Ｄの下に、電子マネーの処理を記録したレシートの出力口５Ｅが形成される。
【００５４】
ここで符号Ａにより部分的に拡大して示すように、入金機５は、正面パネルの上下方向に
、ＩＣカードの短辺より大きめの幅による溝３１が形成される。入金機５は、この溝３１
の上端より所定距離だけ下側の部位より、透明板材あるアクリルによるカバー３２が、こ
の溝３１を部分的に覆い隠すように配置される。入金機５は、溝３１の底に対して所定の
間隔を隔てて対向するようにカバー３２の厚みが選定され、これによりＩＣカードが自由
落下するように断面矩形形状によるＩＣカードの通路３３が形成される。入金機５は、こ
の通路３３の上側開口がＩＣカードの投入口５Ｃに設定され、パネル側にＩＣカードの投
入口５Ｃを示す三角形形状の表示が形成される。
【００５５】
またこのＩＣカードの通路３３には、溝３１の底側より飛び出す複数の突起３４が配置さ
れ、投入口５ＣよりＩＣカード２Ｂが投入されると、この突起３４によりＩＣカード２Ｂ
の自由落下を停止し、ユーザーによりＩＣカード２Ｂを取り出すことができないように、
この通路３３にＩＣカード２Ｂを保持できるようになされている。また入金機５では、こ
の溝３１が透明のカバー３２により覆われて通路３３が形成されていることにより、ＩＣ
カード２Ｂが通路３３に一時保持されていることをユーザーにて目視により確認できるよ
うになされている。またこのような突起３４は、後述する中央処理ユニットの制御により
奥に引き込むように構成され、これにより入金機５では、処理が完了した場合等に突起３
４を引き込んでＩＣカード２Ｂを落下させるようになされている。
【００５６】
入金機５は、この通路３３の下に、落下したＩＣカード２Ｂを受け取る受け皿３６が配置
される。ここでこの受け皿３６は、通路３３を落下するＩＣカード２Ｂをすっぽり収納す
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るように、また外部より見て取れるように、透明樹脂を箱型に射出成形して形成される。
この受け皿３６は、根元部分に形成された回動軸を回動中心にして回動できるように構成
され、これにより一点鎖線により回動させた状態を示すように、回動させてＩＣカード２
Ｂを取り出すことができるようになされている。これによりこの実施の形態では、この受
け皿３６が取り出し部５Ｄを構成するようになされている。
【００５７】
受け皿３６は、正面側の中央に、上側より延長する大きな切り欠きが形成され、これによ
りこの切り欠きを指に引っかけて、簡易な操作により手前側に回動させてＩＣカード２Ｂ
を取り出すことができるようになされている。
【００５８】
入金機５は、このようにＩＣカード２Ｂを移動させるようにして、突起３４により通路３
３に保持されるＩＣカード２Ｂの背面の部位に、ループアンテナが配置されるようになさ
れ、これによりこのループアンテナを駆動して通路３３に一時保持したＩＣカードをアク
セスできるようになされている。これにより入金機５は、このようにして投入口５Ｃより
ＩＣカード２Ｂを通路３３に投入して一時保持する間に、ＩＣカード２Ｂに電子マネーを
補充する。
【００５９】
入金機５は、このようにしてＩＣカード２Ｂを一時保持する部位において、ループアンテ
ナを中心にして、載置部１２Ｄについて上述したと同様のループアンテナを中心にしたレ
イアウトにより赤色、青色、緑色の発光ダイオードが配置され、さらに半透明の板材が配
置され、これらにより店舗端末４における場合と同様の発光ダイオードの点灯による表示
部が、ＩＣカード２Ｂを一時保持する部位における溝３１の底面に形成される。入金機５
は、この表示部の表示により、ＩＣカードのセットをユーザーに促し、さらには各種の処
理結果をユーザーに通知するようになされている。
【００６０】
かくするにつきこの入金機５において、通路３３は、ＩＣカードである情報記録媒体を目
視可能に、また自由落下により搬送する搬送手段を構成するようになされ、この通路３３
の溝３１に配置された発光ダイオードが、この通路３３に表示領域を有する表示手段を構
成するようになされている。またこの発光ダイオードと共に配置されるループアンテナが
後述する各種信号処理と共に、この表示手段の表示領域に近接して保持されたＩＣカード
との間でデータを送受するデータ通信手段を構成するようになされている。
【００６１】
なお入金機５は、レシートの出力口５Ｅの上に、緑色の発光ダイオードによる表示部３８
が配置され、この表示部３８の発光により、レシートの出力口５Ｅにユーザーの注意を向
けることができるようになされている。またボタン５Ｆにおいても、緑色により点灯する
ように構成され、これによってもボタン５Ｆの点灯により、ボタン５Ｆにユーザーの注意
を喚起できるようになされている。また通路３３には、カード等の投入を検出する光学的
なセンサが検出されるようになされている。
【００６２】
図１０は、この入金機５の構成を示すブロック図である。入金機５において、入金機構４
１は、挿入口５Ａに挿入される紙幣の金額を検出して中央処理ユニット４２に通知する。
すなわち入金機構４１は、挿入口５Ａへ紙幣の挿入を光学的に検出し、この紙幣を内部に
引き込む。さらにこの紙幣を保持部に所定の搬送機構により搬送して保持し、この搬送の
際に紙幣の金額を検出する。
【００６３】
液晶表示パネル（ＬＣＤ）４３は、表示部５Ｂを構成し、中央処理ユニット４２の制御に
より各種のメッセージを表示する。
【００６４】
発光ダイオードＬＢ、ＬＧ、ＬＲは、上述した通路３３に配置される発光ダイオードであ
り、中央処理ユニット４２の制御により所定のタイミングで発光する。
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【００６５】
送受信回路４４は、通路３３に配置されたループアンテナ４５を中央処理ユニット４２の
制御により所定の高周波信号により駆動し、これにより通路３３に保持されたＩＣカード
２Ｂの電源を立ち上げる。またこの高周波信号を信号処理回路４６の出力データにより変
調し、これによりＩＣカード２Ｂに各種コマンド、データを送信する。またこのような出
力データによる変調を所定のタイミングで中止し、高周波信号を検波することにより、Ｉ
Ｃカード２Ｂより送信された各種データ等を受信して信号処理回路４６に出力する。
【００６６】
信号処理回路４６は、中央処理ユニット４２の制御によりコマンド、各種データを符号化
処理、暗号化処理して送受信回路４４に出力する。またこれとは逆に、送受信回路４４よ
り得られるデータの暗号化を解除し、また復号化処理し、処理結果を中央処理ユニット４
２に通知する。
【００６７】
プランジャ４７は、突起３４の可動機構であり、中央処理ユニット４２の制御により突起
３４を通路３３より引き込み、これにより通路３３に保持したＩＣカード２Ｂを受け皿３
６に落下させる。
【００６８】
印刷機構４８は、中央処理ユニット４２の制御によりレシートを印刷して出力口５Ｅより
排出する。インターフェース（Ｉ／Ｆ）４９は、金融機関サーバー３との間のインターフ
ェースであり、所定の回線を介してこの入金機５による処理を金融機関サーバー３に通知
する。
【００６９】
中央処理ユニット２２は、この入金機５の動作を制御するコントローラであり、図示しな
いメモリにワークエリアを確保して所定の処理手順を実行することにより、ＩＣカード２
Ｂに電子マネーを入金する。この処理において、中央処理ユニット２２は、図１１に示す
処理手順を実行することにより、処理に伴って通路３３の表示を切り換え、これにより入
出力部１２における場合と統一された表示によりユーザーに各種操作を促し、さらにはエ
ラー等を通知する。
【００７０】
すなわち中央処理ユニット４２は、図示しないセンサによる検出結果によりユーザーが入
金機５の前に立ち止まると、この処理手順を開始し、ステップＳＰ２１からステップＳＰ
２２に移る。ここで中央処理ユニット４２は、通路３３に配置した各色の発光ダイオード
のうち、青色発光ダイオードＬＢの点滅表示を指示し、これによりこのユーザーに対して
挿入口５ＣへのＩＣカードの挿入を促す。このとき中央処理ユニット４２は、突起３４を
通路３３に飛び出させた状態に保持し、これにより挿入口５ＣへのＩＣカードが投入され
ると、このＩＣカードを通路３３に一時保持する。また中央処理ユニット４２は、このよ
うな青色発光ダイオードＬＢの点滅表示に加えて、液晶表示パネル４３を駆動し、表示部
５Ｂに「ｗｅｌｃｏｍ」「カードをセットして下さい」のメッセージを表示する。
【００７１】
続いて中央処理ユニット４２は、ステップＳＰ４３に移り、通路に配置された光学的なセ
ンサによる検出結果より、カード等が投入されたか否か判断する。またカード等が投入さ
れた場合には、続いてステップＳＰ４４に移り、送受信回路２３の動作を立ち上げ、ＩＣ
カード２Ａにポーリングコマンドを送出するように信号処理回路２５の動作を制御し、こ
のポーリングコマンドに対する応答を検出する。さらに正しく応答が得られると、このＩ
Ｃカードより相互認証の処理を実行し、正しく相互認証できたか否か判断する。これによ
り中央処理ユニット４２は、投入口５Ｃより正しくＩＣカードが投入されたか否か判断す
る。
【００７２】
ここでＩＣカード以外の、例えば銀行のキャッシュカード等が投入された場合には、否定
結果が得られることにより、中央処理ユニット４２は、ステップＳＰ４４で否定結果が得
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られ、ステップＳＰ４５に移る。ここで中央処理ユニット４２は、青色発光ダイオードＬ
Ｂの発光を中止し、赤色発光ダイオードＬＲを所定時間点灯する。またプランジャ４７の
動作を制御して突起３４を通路３３から退避させ、これにより通路３３に一時保持したカ
ード状の品物を受け皿３６に落下させる。また液晶表示パネル４３の駆動により表示部５
Ｂに「このカードはご利用できません」とのメッセージを表示する。中央処理ユニット４
２は、これら赤色発光ダイオードＬＲの点灯、表示部５Ｂの表示により、エラーの発生、
エラーの内容をユーザーに通知する。
【００７３】
さらに中央処理ユニット４２は、続くステップＳＰ４６において、スピーカ５０を駆動し
て所定の警告音を発生し、ステップＳＰ４７に移ってこの処理手順を終了する。これらに
より中央処理ユニット４２は、図１２（Ａ）に示すように、通路３３の奥に配置した青色
発光ダイオードＬＢの点滅表示により通路３３を照明して、ＩＣカード２Ｂの投入を待機
し、キャッシュカード等が誤って投入された場合には、図１２（Ｂ）に示すように、受け
皿３６にこのカード等を排出するようになされ、また青色発光ダイオードＬＢの点滅表示
に代えて赤色発光ダイオードＬＲを点灯させるようになされている。
【００７４】
これに対してＩＣカード２Ｂが投入されて正しく相互認証できた場合、中央処理ユニット
４２は、ステップＳＰ４４で肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ４８に移る。
ここで中央処理ユニット４２は、信号処理回路４６の制御によりＩＣカード２Ｂより電子
マネーの残額等を読み出す。さらに続くステップＳＰ４９において、青色発光ダイオード
ＬＢの点滅表示を継続した点灯に切り換える。さらに中央処理ユニット４２は、押しボタ
ン５Ｆを点灯させ、これにより押しボタン５Ｆが操作可能であることをユーザーに通知す
る。また中央処理ユニット４２は、液晶表示パネル４３の駆動により、表示部５Ｂに、所
定時間の間、「続けて入金できます」とのメッセージを電子マネーの残額と共に表示した
後、「ボタンで終了します」とのメッセージを表示し、押しボタン５Ｆを点灯させたこと
の意味を説明する。
【００７５】
続いて中央処理ユニット４２は、ステップＳＰ５０に移り、ここで入金機構４１から入金
の通知が得られたか否か判断することにより、ユーザーが紙幣を投入したか否か判断する
。ここで否定結果が得られると、中央処理ユニット４２は、ステップＳＰ５４に移り、押
しボタン５Ｆの押圧操作によりユーザーがＩＣカードの排出を指示したか否か判断する。
ここで否定結果が得られると、中央処理ユニット４２は、ステップＳＰ５０に戻る。
【００７６】
これらにより中央処理ユニット４２は、図１３（Ａ）に示すように、正しくＩＣカード２
Ｂが投入された場合には、ＩＣカード２Ｂを通路３３に一時保持して背面より青色発光ダ
イオードＬＢにより照明し、ユーザーの操作を待機する。さらにこのようにＩＣカード２
Ｂを保持した状態で、ユーザーにより入金機構４１に紙幣が投入されると、中央処理ユニ
ット４２は、ステップＳＰ５０で肯定結果が得られることにより、表示部５Ｂの表示を入
金金額の表示に切り換え、ステップＳＰ５１に移る。ここで中央処理ユニット４２は、入
金機構４１より通知される入金金額の分、電子マネーを増額するように、ＩＣカード２Ｂ
に電子マネーの更新を指示する。さらに中央処理ユニット４２は、表示部５Ｂに「ただい
ま入金中です」のメッセージを表示する。
【００７７】
さらにＩＣカード２Ｂより金額更新の完了がＩＣカード２Ｂより通知されると、ステップ
ＳＰ５２に移り、青色発光ダイオードＬＢに加えて、緑色発光ダイオードＬＧを所定期間
点灯させ、これによりユーザーに入金の完了を通知する。さらに続くステップＳＰ５３に
おいて、スピーカ５０を駆動して所定の音により入金の完了をユーザーに通知する。この
とき中央処理ユニット４２は、液晶表示パネル４３の駆動により、「続けて入金できます
」とのメッセージをＩＣカードに記録された電子マネーの金額と共に所定時間表示した後
、この表示を「ボタンで終了します」との表示に切り換える。中央処理ユニット４２は、
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このようにして投入金額の分だけ電子マネーを増額すると、ステップＳＰ５０に戻る。
【００７８】
これらにより中央処理ユニット４２は、図１３（Ａ）に示すように、正しくＩＣカード２
Ｂが投入されると、このＩＣカード２Ｂを通路３３に保持して背面より青色発光ダイオー
ドＬＢにより照明する。さらにユーザーにより紙幣が投入されると、この投入金額の分だ
け電子マネーを増額し、この増額が完了すると、図１３（Ｂ）に示すように、青色発光ダ
イオードＬＢと緑色発光ダイオードＬＧによりＩＣカード２Ｂを照明する。また中央処理
ユニット４２は、ステップＳＰ５０に戻ることにより、ユーザーが紙幣を投入する毎に、
ＩＣカード２Ｂを通路に保持した状態で、この一連の処理手順を実行する。
【００７９】
これに対してユーザーにより押しボタン５Ｆが押圧操作されると、中央処理ユニット４２
は、ステップＳＰ５４で肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ５５に移る。ここ
で中央処理ユニット４２は、プランジャ４７を駆動して突起３４を通路３３より退避させ
、これにより通路３３に保持したＩＣカード２Ｂを受け皿３６に落下させる。また中央処
理ユニット４２は、表示部５Ｂに「処理を終了しました　カードを取り出して下さい」の
メッセージを表示する。
【００８０】
さらに中央処理ユニット４２は、受け皿３６の操作を所定のセンサにより検出できるよう
に構成され、この受け皿３６の操作によりユーザーがＩＣカード２Ｂを取り出すと、表示
部５Ｂの表示を「ボタンの操作によりレシートを印刷します」のメッセージを表示する。
中央処理ユニット４２は、このメッセージを表示して所定時間経過すると、「ありがとう
ございました」のメッセージを表示してステップＳＰ４７に移り、この処理手順を終了す
る。これに対してこの所定時間の間で押しボタン５Ｆが操作されると、印刷機構４８を駆
動して電子マネーの入金金額、入金後の電子マネーの残額等を印刷した後、同様にしてス
テップＳＰ４７に移ってこの処理手順を終了する。
【００８１】
（１－２）第１の実施の形態の動作
以上の構成において、このＩＣカードシステム１では（図２）、電子マネーを記録してな
るＩＣカード２Ａを店舗に配置した店舗端末４によりアクセスして電子マネーによる支払
いの処理を実行し、またこのように電子マネーにより支払いをして少なくなったＩＣカー
ド２Ｂの電子マネーを入金機５により増額し、これらによりＩＣカード２Ａを電子マネー
の記録媒体として使用して各種の支払い等を行うことができる。
【００８２】
このようにして電子マネーを使用するにつき、店舗端末４における支払いの処理において
は（図３及び図４）、店員による本体装置１１の操作により支払い金額が計算され、この
支払い金額による支払いの処理が本体装置１１より入出力部１２に指示される。ＩＣカー
ドシステム１では、この指示により載置部１２Ｄに配置されたループアンテナ２４からＩ
Ｃカード２Ａへの呼び掛けであるポーリングコマンドの送出が開始される。また載置部１
２Ｄに配置された青色発光ダイオードＬＢが点滅し（図１、図５及び図６）、これにより
載置部１２Ｄにおいて、ＩＣカード２Ａの四隅に相当する部位が青色により大きく点滅す
るようにして、この載置部１２ＤにＩＣカード２Ａの載置を促す表示が形成される。また
液晶表示パネルによる表示部１２Ｃに操作を促すメッセージ、支払い金額が表示される。
【００８３】
またこのようにしてポーリングコマンドを送出してＩＣカードより応答が得えられ、正し
く相互認証処理されると、支払い金額の分だけＩＣカード２Ａの電子マネーが減額され、
この一連の処理の進行に伴い、順次、青色発光ダイオードＬＢによる点滅表示が、青色発
光ダイオードＬＢによる継続した点灯表示、青色発光ダイオードＬＢと緑色発光ダイオー
ドＬＧとによる表示に切り換えられ（図８）、所定の音が出力される。またこのような一
連の処理を正しく実行できない場合には、青色発光ダイオードＬＢによる表示が赤色発光
ダイオードＬＲによる表示に切り換えられ、エラーを示す音が発生される。
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【００８４】
このようなＩＣカードの処理は、ＩＣカードを載置部１２Ｄに近接して保持することによ
り実行される。この載置部１２Ｄにおいては、発光ダイオード、ループアンテナ２４を配
置してこれらを半透明、透明の板材により覆って形成されていることにより、非接触によ
りアクセス可能なＩＣカードの特徴を利用して、表示部としても機能するように形成され
る。すなわちこの部位においては、この載置部１２Ｄを表示領域に設定してなる各種発光
ダイオードによる表示部が形成され、さらに入出力部１２においては、ループアンテナの
配置により、この表示領域に近接して保持されたＩＣカードとの間でデータを送受するデ
ータ通信手段が構成される。また中央処理ユニット２２の処理により、この表示部におけ
る表示がデータ通信の処理に応じて切り換えられる。
【００８５】
入出力部１２では、このループアンテナ２４が、各種発光ダイオードの中心である表示領
域のほぼ中央に配置されていることにより、この発光ダイオードによる各種表示のほぼ中
央を目標にしてＩＣカードを持ち来たして、ＩＣカードとの間でデータ交換することが可
能となる。またこのようにして保持した状態で、表示を切り換えることにより、ＩＣカー
ドの操作に不慣れなユーザーに対しても、処理の完了、エラー等を通知することができる
。
【００８６】
すなわちこの入出力部１２においては、青色発光ダイオードＬＢの点滅表示により囲まれ
た領域を目標にしてＩＣカードを接近させて、ＩＣカードとの間で応答が得られ、相互認
証を完了してＩＣカードの記録が正しく読み取られると、この青色発光ダイオードＬＢの
点滅表示が継続した点灯による表示に切り換えられる。これによりこの表示部を兼用する
載置部１２Ｄの表示をＩＣカード２Ａの操作のガイドとしてユーザーに提供することがで
きる。
【００８７】
また電子マネーによる支払いが完了すると、緑色発光ダイオードによる点灯表示が所定期
間実行され、この緑色発光ダイオードによる表示の開始により、又は緑色発光ダイオード
による表示の終了により、処理の完了をユーザーに通知することができる。
【００８８】
これに対して正しく処理できない場合には、赤色発光ダイオードによる点灯表示が所定期
間実行され、この表示の開始により、又はこの表示の終了により、エラーをユーザーに通
知することができる。
【００８９】
またこれらの表示と共に、所定の音をスピーカ２６より出力することにより、また表示部
１２Ｃにメッセージを表示することによっても、ユーザーにこれら一連の処理を通知する
ことができる。特に、このように入出力部１２において比較的大面積を占める部位にこの
ような発光ダイオードによる表示を形成すると、ユーザーの注意は、おのずと発光ダイオ
ードによる表示に向けられる。従ってこの発光ダイオードによる表示に近接して表示部１
２Ｃを設けて詳細なメッセージを表示すれば、発光ダイオードの点灯による感覚的な操作
のガイドだけでなく、表示部１２Ｃに表示されるメッセージによる詳細なガイドについて
も、ユーザーの注意を喚起することができ、これにより非接触型ＩＣカードの特徴を有効
に利用した簡易かつ確実なユーザーインターフェースを確保することができる。
【００９０】
かくするにつき、このようにして載置部１２Ｄを表示部として兼用し、この表示部の表示
によりＩＣカード操作をガイドする場合には、載置部にＩＣカードをガイドする凹部等を
形成しなくても良いことにより、この入出力部１２においては、液晶表示パネルによる表
示部１２Ｃを含めて、全体が平坦な透明アクリルにより覆われる。これによりこの入出力
部１２においては、デザイン的に優れたものとすることができ、また塵、埃等の表面への
蓄積を有効に回避することができる。
【００９１】
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またこのような入出力部１２におけるユーザーの操作においては、ＩＣカードをいちいち
店員に渡さなくても、ＩＣカードを手に持ったままユーザー自身で実行できることにより
、その分、安全性を従来に比して格段的に向上することができる。
【００９２】
これに対して入金機５においては（図９）、ＩＣカードが垂直に落下するように形成され
た開口による投入口５ＣにＩＣカードを投入した後、挿入口５Ａに紙幣を投入することに
より、この投入した紙幣の金額分、ＩＣカードの電子マネーが増額され、ボタン５Ｆの操
作によりＩＣカードが排出される。
【００９３】
この処理において、入金機５は、投入口５ＣにＩＣカードを投入すると、ＩＣカードの自
由落下により通路３３にＩＣカードが一時保持され、この状態で電子マネーを増額する処
理が実行される。入金機５は、このようにＩＣカードの投入口５ＣからＩＣカードを取り
出す受け皿３６までの通路３３がユーザーにより内部を見て取れるように構成され、ユー
ザーが前に立ち止まると、このようにして構成された通路３３において、ＩＣカードを一
時保持する部位が青色発光ダイオードの点滅により表示され（図１２（Ａ））、また表示
部５Ｂに所定のメッセージが表示され、これによりユーザーにＩＣカードの投入が促され
る。
【００９４】
またＩＣカードの投入によりＩＣカードが通路３３に一時保持されて正しく相互認証でき
、さらにはＩＣカードの記録を読み取ることができると、青色発光ダイオードの点滅が継
続した点灯に切り換えられ、これによりこのように通路３３に一時保持したＩＣカードを
背面より青く照らし出すように、通路３３の表示が切り換えられる。また電子マネーを正
しく処理できると、青色発光ダイオードの継続した点灯に加えて、緑色発光ダイオードが
所定時間点灯され、これによりそれまで青く照らし出されたＩＣカードが、緑色を帯びた
照明により照らし出される。
【００９５】
さらに処理を完了すると、ボタン５Ｆの操作により、通路３３にＩＣカードを一時保持し
てなるストッパーとしての突起３４が引き込められ、これによりＩＣカードが受け皿３６
に自由落下して排出される。
【００９６】
これに対して誤ってクレジットカード等を投入した場合、さらには種類の異なるＩＣカー
ド等を投入した場合には、これらの投入物がセンサにより検出された後、正しく処理でき
ないことにより、ストッパーとしての突起３４が引き込められ、直ちに投入物が受け皿３
６に自由落下して排出される。このとき入金機５では、先の青色発光ダイオードの点滅に
よる表示が所定期間の赤色発光ダイオードによる表示に切り換えられ、これによりユーザ
ーにエラーを確実に通知することができる。
【００９７】
これらにより入金機５においても、通路３３の背の部分であって、ＩＣカードを一時保持
する部位に所定の表示領域を有する表示手段が形成されると共に、この表示領域に近接し
て通路３３に一時保持されたＩＣカードとの間でデータを送受するデータ通信手段が形成
され、制御手段である中央処理ユニット４２の制御により、データ通信手段の処理に応じ
て、表示手段の表示が切り換えられる。またこのような処理により非接触によりアクセス
することができる情報記録媒体の特徴を有効に利用したユーザーインターフェースを提供
することができる。
【００９８】
さらにこのようにして正しく電子マネーを増額できた場合と、エラーの場合とでそれぞれ
表示の切り換えに連動して、所定の音がスピーカ５０より出力され、また表示部５Ｂに対
応するメッセージが表示され、これらにより確実にユーザーにエラー等を通知し、また操
作をガイドすることができる。
【００９９】



(17) JP 4663875 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

（１－３）第１の実施の形態の効果
以上の構成によれば、情報記録媒体であるＩＣカードとの間のデータ通信に供するループ
アンテナを配置した部位を含む所定領域の表示を、情報記録媒体との間のデータ通信の処
理に応じて切り換えることにより、非接触によりアクセスすることができる情報記録媒体
の特徴を有効に利用したユーザーインターフェースを提供することができる。すなわちユ
ーザーにおいては、このような表示の切り換えにより、如何なるタイミングでＩＣカード
をセットし、また如何なるタイミングでＩＣカードをしまうかと言う各種の判断基準を視
覚により、ＩＣカードを保持する箇所で把握でき、従来に比して使い勝手を向上すること
ができる。
【０１００】
すなわちこの表示による表示領域のほぼ中央にＩＣカードとの間のデータ通信に供するル
ープアンテナを配置してデータ交換することにより、この表示によりユーザーの操作をガ
イドし、また各種の処理状況をユーザーに通知することができる。
【０１０１】
すなわちＩＣカードに呼び掛けを送出して応答が得られるまでの期間と、この応答により
データを送受する期間とで、表示手段の表示を切り換えることにより、応答が得られるま
での間をＩＣカードの操作を促す表示として提供し、また応答が得られた後の表示をユー
ザーへのＩＣカードを保持する表示として提供することができる。
【０１０２】
また正しく処理を完了した場合と、正しく処理を完了できない場合とで、表示手段の表示
を切り換えることにより、正しい処理の完了、エラーを通知することができる。
【０１０３】
またこのような表示手段における表示と連動して、所定の警報音発生手段を駆動し、所定
の音を発生させることにより、さらに一段と確実に各種の処理結果をユーザーに通知する
ことができる。
【０１０４】
また入金機５において、ＩＣカードを目視可能に、また自由落下により搬送する搬送手段
を構成し、この搬送手段において、ＩＣカードとの間のデータ通信に供するループアンテ
ナを配置した部位を含む所定領域の表示を、ＩＣカードとの間のデータ通信の処理に応じ
て切り換えることにより、入金機においても、非接触によりアクセスすることができる情
報記録媒体の特徴を有効に利用したユーザーインターフェースを提供することができる。
【０１０５】
このときこの搬送手段において、正しく電子マネーを処理できなかった場合、異なる投入
物が投入された場合等にあっては、表示手段における表示の切り換えに連動して動作を切
り換えて投入物を排出することにより、操作に不慣れなユーザーにおいても、確実に入金
機を操作することができる。
【０１０６】
またＩＣカードを目視可能に搬送することにより、ユーザーの手元よりＩＣカードを受け
取って確実に処理するようにして、ユーザーの安心感を高めることができる。
【０１０７】
またＩＣカードの自由落下によりＩＣカードを搬送するようにして、全体構成を簡略化す
ることができる。
【０１０８】
（２）他の実施の形態
なお上述の実施の形態においては、ＩＣカードの四隅に対応する部位に発光ダイオードを
配置して表示手段を構成する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、発光ダイオ
ードを種々に配置して表示手段を構成するようにしてもよい。またこのように発光ダイオ
ードにより表示手段を構成する場合に限らず、液晶表示パネル、ＥＬ等により表示手段を
構成する場合にも広く適用することができる。なおこのような液晶表示パネル等の画像表
示手段により表示手段を構成する場合には、単に表示位置を示す部位の点灯だけでなく、
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ＩＣカードの形状自体を表示したり、ＩＣカードの操作を促す静止画、動画を表示したり
、メッセージを表示したりすることも可能である。またこの場合に、ＩＣカードの全部又
は一部を透明部材により構成し、この透明の部位を介して表示手段の表示を目視可能とす
ることもできる。
【０１０９】
また上述の実施の形態においては、発光ダイオードの上に半透明板材、透明板材を積層し
て配置することにより、あたかもこれら半透明板材を発光面にしてなるように表示手段を
構成する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、このような板材の配置を省略し
ても同様の効果を得ることができる。なおこの場合、複数の発光ダイオードにより囲まれ
てなる部位がこのような発光ダイオードによる表示領域となる。
【０１１０】
さらに上述の実施の形態においては、表面の部材である透明部材、半透明部材の下側にル
ープアンテナを配置する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば透明部材
に透明電極によりループアンテナを形成し、この透明部材を各種表示手段の表面側に配置
することにより、ループアンテナを表面側に配置するようにしてもよい。このようにすれ
ば、液晶表示パネル、ＥＬ等により表示手段を構成する場合に、簡易にループアンテナを
配置することができる。
【０１１１】
また上述の実施の形態においては、表示の切り換え及び音の発生によりユーザーの操作を
ガイドし、さらにはエラー等を通知する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
必要に応じて表示の切り換えだけで、さらには音の発生だけけでこれらの通知等を実行し
てもよい。すなわちこの種の情報記録媒体は、非接触によりアクセスできる特徴があるこ
とにより、店員に手渡すことなく処理を実行できる特徴がある。これにより音の発生だで
操作をガイドし、またエラー等を通知するようにすれば、このようにユーザーの手に委ね
て一連の処理を完了する場合でも、ユーザーにて処理の進捗状況等を把握するこができる
。
【０１１２】
また上述の実施の形態においては、入金機、店舗端末の入出力部に本発明を適用する場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、ＩＣカードの各種処理装置に広く適用するこ
とができる。
【０１１３】
また上述の実施の形態においては、本発明をＩＣカードの処理装置に適用する場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、ＩＣカードの機能を備えた携帯電話等、種々の情報
記録媒体の処理装置に広く適用することができる。
【０１１４】
また上述の実施の形態においては、ループアンテナの駆動により放射される電磁波により
情報記録媒体を非接触によりアクセスする場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、波長の短い電磁波である光により情報記録媒体を非接触によりアクセスするにも広く適
用することができる。
【０１１５】
【発明の効果】
上述のように本発明によれば、情報記録媒体との間のデータ通信に供する電磁波放射手段
を配置した部位の少なくとも一部を含む所定領域の表示を、情報記録媒体との間のデータ
通信の処理に応じて切り換えることにより、非接触によりアクセスすることができる情報
記録媒体の特徴を有効に利用したユーザーインターフェースを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る入出力部における中央処理ユニットの処理手順を示す
フローチャートである。
【図２】本発明の実施の形態に係るＩＣカードシステムを示すブロック図である。
【図３】図２のＩＣカードシステムの店舗端末を示す斜視図である。
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【図４】図３の店舗端末の入出力部を示すブロック図である。
【図５】図４の入出力部の構成を示す斜視図である。
【図６】図５の入出力部におけるＩＣカードの載置を待機する状態を示す斜視図である。
【図７】図５の入出力部においてエラーの通知を示す斜視図である。
【図８】図５の入出力部において正しく処理が完了した場合を示す斜視図である。
【図９】図２のＩＣカードシステムにおける入金機を示す斜視図である。
【図１０】図９の入金機を示すブロック図である。
【図１１】図１０の入金機における中央処理ユニットの処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１２】図１０の入金機におけるエラー時を示す平面図である。
【図１３】図１０の入金機において正しく処理できた場合を示す平面図である。
【符号の説明】
１……ＩＣカードシステム、２Ａ、２Ｂ……ＩＣカード、３……金融機関サーバー、４…
…店舗端末、５……入金機、１１……本体装置、１２……入出力部、１２Ｄ……載置部、
２２、４２……中央処理ユニット、２４、４５……ループアンテナ、３３……通路、３４
……突起、ＬＢ、ＬＧ、ＬＲ……発光ダイオード

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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